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山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」

　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
法
制
史
料
拾
遺
（
7
）

意
見
書

・
九
二

（
九
〇
六
）

手

塚

画
皿

　
明
治
四
十
一
年
、
大
山
梓
編
「
山
県
有
朋
意
見
書
」
が
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
‘
明
治
、
大
正
時
代
に
、
山
県
が
元
老
あ
る
い
は
閣
僚
な
ど
に
提
出
し
た
各

種
意
見
書
を
原
文
の
ま
ま
覆
刻
し
た
も
の
で
、
そ
の
中
に
は
「
厳
密
に
は
建
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

書
と
は
云
え
な
い
」
が
「
山
県
の
主
張
を
理
解
す
る
」
た
め
の
「
軍
人
訓
誠
」
の

ご
と
き
二
、
三
の
文
書
を
ふ
く
み
、
合
計
八
十
二
種
を
収
録
、
ま
た
、
附
録
と
し

て
山
県
の
監
修
し
た
「
陸
軍
沿
革
史
」
を
加
え
、
そ
れ
に
大
山
博
士
の
四
十
頁
余

の
解
題
を
併
せ
る
と
、
全
編
七
六
〇
頁
余
に
及
ぶ
大
冊
で
あ
る
．
軍
部
、
政
界

に
大
ぎ
な
足
跡
を
の
こ
し
た
山
県
の
意
見
書
は
、
近
代
日
本
史
の
資
料
と
し
て

皇
に
貴
重
で
あ
る
。
か
つ
て
山
県
邸
に
は
、
「
建
議
要
録
」
と
題
す
る
意
見
書

の
控
が
保
存
さ
れ
て
い
た
由
で
あ
る
が
、
戦
災
に
よ
つ
て
失
わ
れ
た
と
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
あ
る
。
大
山
博
士
の
前
掲
編
著
は
、
そ
の
「
建
議
要
録
の
復
元
」
を
め
ざ
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
各
方
面
に
散
在
、
保
管
さ
れ
て
い
る
文
書
を
、
丹
念
に
探

索
、
蒐
集
さ
れ
た
努
力
に
は
、
敬
意
を
表
さ
ず
に
お
ら
れ
な
い
．
か
く
し
て
．

山
県
意
見
書
は
、
そ
の
全
部
が
網
羅
さ
れ
、
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
筈
で
あ
つ

た
が
、
こ
う
し
た
編
纂
本
の
止
む
を
え
な
い
通
例
と
し
て
、
若
干
の
登
載
も
れ

が
あ
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
同
書
出
版
の
数
ヵ
月
後
、
私
は
大
山
博
士
か
ら
「
刑

法
改
正
理
由
」
と
題
す
る
内
閣
罫
紙
十
四
枚
の
複
写
版
を
い
た
だ
い
た
。
登
載

も
れ
の
一
本
で
あ
る
。
原
本
は
、
井
上
毅
文
書
の
中
に
あ
り
、
第
一
枚
目
の

「
刑
法
改
正
理
由
」
と
書
か
れ
た
題
名
の
下
に
「
為
山
県
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

文
章
は
、
山
県
の
意
を
う
け
た
井
上
毅
の
筆
に
成
る
も
の
と
思
わ
れ
る
．
文
書
の

表
紙
に
も
あ
る
い
は
末
尾
に
も
、
山
県
の
名
が
で
て
い
な
い
の
で
、
発
見
が
お

く
れ
、
そ
れ
が
た
め
前
掲
編
著
に
登
載
が
も
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
大

山
博
士
は
、
そ
の
内
容
が
山
県
意
見
書
と
し
て
は
他
に
類
例
の
な
い
純
然
た
る

刑
法
関
係
の
も
の
故
、
と
く
に
私
に
そ
の
発
表
を
懲
漁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
意
見
書
の
日
附
は
、
明
治
十
六
年
十
月
で
あ
る
が
、
当
時
、
陸
軍
中
将
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

県
有
朋
は
、
参
議
で
参
事
院
議
長
を
兼
ね
、
井
上
毅
は
参
事
院
議
官
で
あ
つ

（
4
）

た
．
山
県
の
意
見
書
を
、
井
上
が
代
つ
て
起
草
す
る
こ
と
は
、
当
然
あ
り
う
る
こ



と
で
あ
つ
た
。

　
井
上
毅
の
文
書
は
、
そ
の
大
部
分
が
「
梧
陰
文
庫
」
と
称
さ
れ
て
、
現
在
、

国
学
院
大
学
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
．
し
か
し
、
な
お
井
上
家
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
文
書
も
す
く
な
く
な
い
．
「
刑
法
改
正
理
由
」
は
．
井
上
家
所
蔵
の

文
書
で
あ
る
．
国
学
院
大
学
図
書
館
は
、
昭
和
四
十
一
年
以
降
、
井
上
の
意
見

書
を
収
録
し
た
「
井
上
毅
伝
史
料
篇
」
を
逐
次
刊
行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
井
上
自
身
の
意
見
書
に
限
ら
れ
、
井
上
の
代
筆
の
も
の
は
ふ
く
ま
れ
て
い

な
い
の
で
、
明
治
四
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の
意
見
書
一
八
O
種
を
収
め
た
「
井

上
毅
伝
史
料
篇
第
『
（
昭
和
四
＋
凶
年
）
に
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
「
刑
法

改
正
理
由
」
は
入
つ
て
い
な
い
．

　
他
方
、
徳
富
猪
一
郎
編
著
「
公
爵
山
県
有
朋
伝
」
に
は
、
か
な
り
多
く
の
山

県
意
見
書
が
、
原
文
の
ま
ま
か
あ
る
い
は
摘
要
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

そ
の
中
に
も
、
「
刑
法
改
正
理
由
」
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　
要
す
る
に
、
山
県
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書
は
、
こ
れ
ま
で
全
く
公
表

さ
れ
た
こ
と
が
な
か
つ
た
と
み
て
い
い
．
こ
こ
に
、
大
山
博
士
の
お
す
す
め
に

よ
り
、
そ
の
全
文
を
覆
刻
、
発
表
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
、
明
治
十
五
年
刑
法
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
を
中
心
と
し
て
編

纂
さ
れ
た
純
然
た
る
西
洋
式
刑
法
典
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
ま
で
施

行
さ
れ
て
い
た
「
律
」
系
統
の
新
律
綱
領
あ
る
い
は
改
定
律
例
と
は
根
本
的
に
そ

の
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
西
洋
式
法
典
に
は
、
わ
が
国
固
有
の
伝

統
に
反
す
る
点
が
あ
る
と
し
て
、
当
時
の
守
旧
派
の
人
達
か
ら
つ
よ
い
反
擾
が

あ
つ
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
ぎ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
刑
法
と
共
に
施
行
さ

れ
た
治
罪
法
に
対
し
て
も
、
そ
の
事
情
は
同
じ
で
あ
る
．
と
く
に
、
両
法
典
の

　
　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

施
行
後
、
犯
罪
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
は
、
そ
の
原
因
が
両
法
典
の
た
め
で

は
な
く
、
維
新
後
の
社
会
変
革
に
よ
る
一
時
的
混
乱
の
現
象
で
あ
つ
た
に
も
拘

ら
ず
、
両
法
典
に
対
す
る
非
難
に
一
層
の
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
．

　
当
時
の
立
法
機
関
で
あ
つ
た
元
老
院
に
お
い
て
も
、
両
法
典
に
対
す
る
非
難

は
相
当
は
げ
し
か
つ
た
模
様
で
あ
る
．
両
法
典
施
行
後
約
一
力
年
を
経
た
十
六

年
二
月
、
同
院
で
は
「
刑
法
治
罪
法
ノ
改
正
儀
」
（
海
江
田
信
義
議
官
起
草
、
号
外

第
三
十
四
具
・
意
見
書
）
を
議
決
、
上
奏
、
さ
ら
に
そ
の
後
ち
五
ヵ
月
を
経
た
七
月

に
は
、
「
刑
法
、
治
罪
法
ヲ
廃
シ
テ
新
律
綱
領
改
定
律
例
ヲ
復
セ
ラ
レ
ソ
コ
ト

ヲ
請
フ
ノ
儀
」
（
津
田
真
道
議
官
起
草
、
号
外
第
三
＋
六
号
意
見
書
）
を
議
決
、
上
奏

（
6
）

し
た
。
こ
の
よ
う
な
元
老
院
内
に
お
け
る
刑
法
、
治
罪
法
の
改
正
も
し
く
は
廃

止
論
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
反
駁
す
る
意
見
と
共
に
、
か
つ
て
私
が
本

　
　
　
　
　
　
（
7
）

誌
に
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
．

　
刑
法
、
治
罪
法
に
対
す
る
保
守
的
立
場
か
ら
の
反
擾
は
、
単
に
元
老
院
内
に

と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
政
府
部
内
に
も
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
史
料

は
、
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
、
余
り
多
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
後
ち
に
述
べ
る
井

上
毅
の
種
々
の
刑
法
改
正
意
見
書
並
に
こ
こ
に
紹
介
す
る
山
県
の
意
見
書
は
、

そ
う
し
た
見
解
の
代
表
的
な
も
の
と
み
て
い
い
。

　
さ
て
、
山
県
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
の
内
容
を
み
る
に
、
明
治
十
五
年
刑
法

の
欠
陥
と
し
て
三
点
を
指
摘
し
、
そ
の
改
正
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
（
1
）
皇
室
に
対
す
る
罪
と
、
内
乱
の
罪
を
別
々
に
規
定
し
た
こ
と
に
対
す

　
る
反
対
意
見
で
あ
る
。
山
県
意
見
書
に
よ
る
と
、
君
主
国
で
は
「
君
主
ノ
躬

　
ヲ
侵
ス
」
「
君
主
ノ
位
ヲ
危
ク
ス
ル
」
「
朝
憲
ヲ
素
乱
」
す
る
も
の
は
全
て

　
「
反
逆
ノ
罪
』
で
あ
る
か
ら
「
同
一
ノ
刑
名
」
に
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
　
（
九
〇
七
）



　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

殊
に
わ
が
国
の
「
国
体
」
か
ら
み
る
と
、
「
太
政
官
ハ
即
チ
天
皇
親
臨
ノ
所
」

で
あ
る
故
、
「
政
府
ヲ
以
テ
皇
室
ト
区
分
シ
、
政
府
ヲ
顛
覆
ス
ル
事
ヲ
」
「
皇

室
ヲ
干
犯
ス
ル
ノ
罪
ト
ナ
サ
」
ざ
る
こ
と
は
不
可
で
あ
る
。
ま
た
、
内
乱

は
陰
謀
を
罪
と
し
．
大
逆
は
未
遂
の
み
を
罪
と
し
．
予
謀
は
罪
と
し
な
い

（
9
）が

、
こ
れ
は
謀
反
謀
逆
は
予
謀
を
も
罪
と
し
た
わ
が
古
律
の
伝
統
に
反
す

る
．
さ
ら
に
、
「
宮
禁
ノ
尊
厳
」
か
ら
皇
室
に
対
す
る
言
葉
は
、
「
乗
輿
」
「
宮

閾
」
と
い
う
が
ご
と
く
「
碗
曲
」
の
字
を
用
い
る
べ
き
で
あ
り
、
「
天
皇
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

三
后
、
皇
太
子
二
対
シ
危
害
ヲ
加
へ
又
ハ
加
ヘ
ソ
ト
シ
タ
ル
云
々
」
と
い
う

字
句
は
「
礼
儀
名
分
」
に
反
す
る
し
、
ま
た
「
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

ノ
所
為
ア
リ
タ
ル
者
」
の
刑
が
「
重
禁
鋼
」
に
す
ぎ
な
い
の
は
、
刑
が
軽
す

ぎ
る
。

（
2
）
　
兇
悪
犯
に
対
す
る
刑
罰
が
寛
大
す
ぎ
る
こ
と
と
、
博
徒
の
結
党
を
重

視
し
な
い
こ
と
に
対
す
る
反
対
意
見
で
あ
る
．
山
県
意
見
書
に
よ
る
と
、
わ

が
国
の
文
明
の
「
民
度
」
は
ま
だ
ひ
く
く
、
兇
悪
犯
罪
が
逐
年
増
加
し
つ
つ

あ
る
状
況
の
も
と
で
、
新
刑
法
の
刑
は
一
般
的
に
軽
す
ぎ
る
．
と
く
に
未
成

年
老
に
よ
る
兇
悪
犯
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
成
年
者
な
る
が
故
に
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
軽
減
を
行
う
こ
と
は
当
を
え
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
わ
が
国
に
は
外
国
に

は
例
の
な
い
博
徒
集
団
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
が
、
博
徒
の
現
行

犯
の
み
を
罰
し
、
博
徒
の
「
結
党
」
そ
の
も
の
を
十
分
に
取
締
ら
な
い
の
は

　
　
　
　
（
1
3
）

不
都
合
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
刑
法
が
、
わ
が
国
固
有
の
倫
理
道
徳
を
み
の
が
し
て
い
る
と
し
、
そ

れ
に
対
す
る
反
対
意
見
で
あ
る
．
例
え
ば
、
刑
法
第
七
十
五
条
に
「
抗
拒
ス
可

カ
ラ
サ
ル
強
制
二
遇
ヒ
其
意
二
非
サ
ル
ノ
所
為
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
　
天
災
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
九
〇
八
）

　
ハ
意
外
ノ
変
二
因
リ
避
ク
可
カ
ラ
サ
ル
危
難
二
遇
ヒ
自
己
若
ク
ハ
親
属
ノ
身

　
体
ヲ
防
衛
ス
ル
ニ
出
タ
ル
所
為
亦
同
シ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
子
が
自

　
己
の
身
体
を
防
衛
す
る
た
め
、
そ
の
父
母
の
生
命
を
危
く
す
る
場
合
に
も
適

　
用
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
わ
が
国
の
倫
理
に
反
す
る
．
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ

　
の
場
合
を
子
の
正
当
防
衛
で
あ
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
東
西
倫
理
の
ち
が
い

　
で
あ
る
。

　
山
県
意
見
書
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
以
上
の
三
つ
で
あ
る
．
と
二
ろ
が
、

こ
れ
ら
の
内
容
は
、
実
は
井
上
毅
の
改
正
意
見
で
も
あ
つ
た
こ
と
を
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
皇
室
に
対
す
る
罪
と
、
内
乱
の
罪
と
を
合
併
す
る
意
見
は
、
す
で
に

明
治
十
四
年
十
二
月
に
井
上
が
元
老
院
議
官
鶴
田
皓
に
提
出
し
た
「
刑
法
意
見
」

の
中
で
、
「
古
律
ニ
ハ
謀
反
謀
大
逆
謀
叛
之
条
ハ
皆
之
を
予
謀
之
条
二
訣
鋤
す

る
事
を
務
メ
肯
て
其
既
二
事
二
発
ス
ル
哉
ヲ
待
て
始
メ
て
罪
を
論
ス
ル
之
例
二

あ
ら
ざ
る
也
」
「
然
る
に
新
刑
法
ハ
」
「
其
危
害
ヲ
謀
ル
者
ヲ
罪
せ
ず
此
レ
其
名

分
ヲ
謬
ル
一
也
」
「
宮
闘
ヲ
殿
リ
又
ハ
放
火
ス
ル
之
罪
ヲ
掲
ケ
ズ
此
其
名
分
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ヲ

謬
ル
ニ
也
し
「
指
二
斥
乗
輿
一
情
理
切
害
ハ
大
宝
律
之
所
謂
大
不
敬
に
し
て
死
二

処
す
る
者
也
今
新
法
ニ
ハ
漠
然
不
敬
之
条
あ
り
と
い
へ
と
も
其
罪
ハ
重
禁
鋼
二

止
ま
る
此
其
名
分
ヲ
謬
ル
三
也
」
「
宮
禁
之
尊
厳
ハ
敢
テ
指
斥
セ
ズ
乗
輿
ト
云

ヒ
宮
闘
ト
云
ヒ
曇
駕
ト
云
フ
ノ
類
其
言
ヲ
碗
曲
ニ
シ
敢
テ
直
指
セ
ザ
ル
ハ
蓋
人

臣
之
礼
也
今
新
刑
法
二
『
天
皇
ヲ
危
害
ス
ル
』
杯
之
文
字
ハ
幾
ト
古
典
ノ
見
ザ
ル

所
な
る
の
ミ
な
ら
ず
亦
立
憲
国
二
於
テ
天
子
神
聖
之
主
義
二
も
あ
ら
ず
此
レ
其

名
分
ヲ
謬
ル
四
也
」
と
の
理
由
を
掲
げ
、
ま
た
「
皇
室
二
対
ス
ル
罪
ト
内
乱
ト

ヲ
分
割
シ
タ
ル
ハ
共
和
主
義
之
精
神
二
し
て
甚
タ
我
国
体
二
適
当
せ
ず
」
と
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

立
場
か
ら
、
次
の
二
つ
の
改
正
案
を
提
案
し
て
い
る
。

　
　
　
甲
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
凡
ソ
朝
憲
ヲ
素
乱
シ
国
家
ヲ
危
ク
セ
ソ
コ
ト
ヲ
謀
リ
宮
闘
ヲ
干
犯
シ
惇
逆

　
ヲ
行
フ
コ
ト

　
不
臣
ノ
劇
ヲ
謀
リ
及
乗
輿
ヲ
指
斥
シ
情
理
切
害
ナ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

　
　
　
乙
案

　
－
条
宮
閾
ヲ
干
犯
シ
惇
逆
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
謀
リ
及
乗
輿
ヲ
指
斥
シ
情
理

　
　
　
　
切
害
ナ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス

　
ー
　
不
敬
ノ
刑
ヲ
重
罪
ト
ス

　
ー
　
朝
憲
ヲ
素
乱
シ
内
乱
ヲ
興
ス
コ
ト
ヲ
謀
ル
者
ハ
死

　
さ
ら
に
、
明
治
十
六
年
に
書
い
た
と
推
定
さ
れ
る
「
刑
法
改
正
意
見
案
」
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
点
を
整
序
し
、
次
の
よ
う
な
改
正
案
を
掲
げ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

る
（
原
文
に
は
修
正
個
所
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
は
、
修
正
後
の
文
言
を
示
す
。
）
。

第
一
第
二
編
笙
章
ト
撮
㍉
第
二
章
灘
㌔
笙
鶏
鐸
関
ト

　
　
ヲ
合
セ
テ
一
章
ト
ナ
シ
、
「
惇
逆
ノ
罪
」
ト
為
ス
　
百
二
十
一
条
ハ
、
即

　
　
チ
惇
逆
ノ
一
部
ト
ナ
ス

　
第
二
　
第
百
十
六
条
ノ
文
ヲ
改
メ
テ
「
皇
室
二
対
シ
、
惇
逆
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ

　
　
謀
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス
」
ト
ナ
ス

　
第
三
　
第
百
十
六
条
ノ
第
二
項
ヲ
加
へ
「
本
条
ノ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
、
第
八
十

　
　
条
不
論
罪
宥
恕
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ズ
融
讃
葬
ト
亥

第
四
第
百
＋
七
条
載
ヲ
改
メ
テ
「
乗
輿
ヲ
指
斥
シ
、
難
切
実
ナ
ル

　
　
者
、
及
諸
ロ
惇
逆
ノ
言
ヲ
為
シ
朝
憲
ヲ
蔑
如
ス
ル
者
ハ
有
期
徒
刑
二
処

　
　
シ
、
其
ノ
教
唆
シ
テ
人
ヲ
惑
ハ
ス
ノ
情
ア
ル
者
ハ
無
期
徒
刑
二
処
ス

　
　
皇
室
二
対
シ
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
ハ
、
重
禁
鋼
二
処
シ
、
情
重
キ
者
ハ
軽

　
　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

　
　
懲
役
二
処
ス

　
　
皇
陵
二
対
シ
、
指
斥
及
不
敬
ノ
所
為
ア
ル
者
、
亦
同
シ
」
ト
ナ
ス
ヘ
シ

　
（
ま
ま
、
五
の
誤
り
か
）

　
第
三
　
第
百
二
十
一
条
ノ
文
ヲ
改
メ
テ
「
政
体
ヲ
変
壊
シ
、
邦
土
ヲ
潜
窃

　
　
シ
、
及
朝
憲
ヲ
素
乱
ス
ル
コ
ト
ヲ
謀
ル
者
ハ
無
期
流
刑
二
処
ス

　
　
前
項
ノ
目
的
ヲ
以
テ
兵
乱
ヲ
興
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
二
従
テ
処
断
ス
」

　
　
（
以
下
旧
法
原
文
二
依
ル
）

（
筈
二
＋
二
条
楼
更
・
修
正
ヲ
要
病
瓢
掻
総
懲
舘
塔
一
≒
骸

一
二
藪
牒
爆
廿
艶
婚
㌔
的
）

霞
聾
堅
改
メ
テ
・
第
二
章
謀
反
ノ
罪
」
－
ナ
ス
騨
難
、

　
こ
れ
ら
の
改
正
理
由
と
し
て
、
井
上
は
「
政
府
ハ
即
チ
天
子
ノ
政
府
ニ
シ

テ
、
邦
土
ハ
即
チ
天
子
ノ
邦
土
、
而
シ
テ
其
朝
憲
ト
謂
ヘ
ル
ハ
、
天
子
ノ
朝
憲

二
非
ス
シ
テ
何
ソ
」
「
君
主
ヲ
危
ク
ス
ル
者
、
亦
国
事
犯
中
ノ
重
キ
者
ナ
リ
、

夫
レ
政
府
ヲ
顛
覆
シ
、
朝
憲
ヲ
素
乱
ス
ル
者
、
君
位
ヲ
危
ク
ス
ル
者
二
非
ス
シ

テ
何
ソ
」
「
皇
室
ト
政
府
ト
、
曽
テ
両
岐
ア
ル
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
」
「
我
国
旧
法
、

下
ニ
シ
テ
上
ヲ
犯
シ
、
臣
民
ニ
シ
テ
皇
室
又
ハ
政
府
ヲ
犯
ス
者
、
之
ヲ
反
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
掲
）

ト
シ
、
処
ス
ル
ニ
極
刑
ヲ
以
テ
ス
云
々
」
と
述
べ
て
い
る
．

　
次
に
、
井
上
が
明
治
十
五
年
刑
法
の
兇
悪
犯
に
対
す
る
法
定
刑
が
、
一
般
的

に
軽
い
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
は
賭
博
犯
に
つ
い

て
は
特
別
の
関
心
を
よ
せ
て
い
た
．
明
治
十
六
年
十
月
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
宛
に

諮
問
し
た
「
刑
法
改
正
二
係
ル
井
上
毅
問
議
案
」
の
中
で
、
次
の
ご
と
く
述
べ

て
馳
（
灘
点
）
．

　
　
我
国
二
賭
博
党
ナ
ル
者
ア
リ
．
賭
博
ヲ
以
テ
結
党
ノ
機
械
ト
シ
、
一
ノ
首

　
領
ヲ
立
テ
、
同
彩
ノ
徒
ハ
其
首
領
ト
父
子
ノ
約
ヲ
為
シ
、
死
ヲ
以
テ
誓
ヲ
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
九
〇
九
）



　
　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

　
ヒ
、
同
悪
相
助
ク
ル
ノ
便
ヲ
為
シ
．
党
多
キ
者
ハ
千
万
二
升
ル
ニ
至
ル
．
而

　
シ
テ
財
産
ヲ
劫
奪
シ
、
婦
女
ヲ
拐
略
シ
甚
シ
キ
ハ
多
衆
強
盗
シ
、
而
シ
テ
互

　
相
窩
蔵
シ
、
隠
蔽
シ
、
良
民
二
報
讐
シ
、
官
吏
二
抵
抗
シ
、
社
会
ノ
其
勢
ヲ

　
催
レ
テ
、
敢
テ
告
発
捕
肇
ス
ル
コ
ト
無
キ
ニ
至
ル
ヲ
以
テ
期
ト
ス
。
旧
幕
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
不
明
）

時
、
此
賭
博
党
ノ
害
、
都
鄙
二
蔓
延
シ
、
人
民
ノ
ロ
苦
ス
ル
所
ト
ナ
リ
、
田
舎
二

　
至
テ
ハ
、
幾
ト
行
政
官
吏
ノ
手
ヲ
束
ヌ
ル
所
ト
ナ
ル
ニ
至
リ
タ
リ
．
一
新
ノ

　
時
二
、
厳
刑
ヲ
用
ヒ
テ
之
ヲ
防
圧
シ
、
其
巨
魁
ヲ
謙
鋤
シ
タ
リ
シ
カ
ハ
、
一

　
時
、
縦
ヲ
絶
ッ
ノ
状
ナ
リ
シ
ニ
、
不
幸
ニ
シ
テ
彼
等
ノ
余
儘
ノ
残
党
ハ
刑
法

　
ノ
賭
博
ノ
条
ノ
寛
ナ
ル
ヲ
伺
ヒ
、
現
行
犯
ノ
外
、
罪
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
知
リ
、

　
近
日
、
再
タ
ヒ
団
結
ヲ
企
テ
其
勢
撲
殺
シ
難
ク
、
更
二
旧
幕
ノ
時
ノ
惨
状
ヲ

　
現
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
ト
セ
リ
．

　
井
上
は
、
博
徒
集
団
に
厳
罰
を
以
て
の
ぞ
ま
な
け
れ
ば
、
賭
博
の
鎮
圧
は
不

可
能
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
．
未
成
年
者
の
件
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
四
年
に

書
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
新
刑
法
施
行
意
見
」
の
中
で
、
「
十
六
以
上
二

十
以
下
ノ
犯
罪
一
等
減
ハ
社
会
ノ
患
害
ヲ
為
サ
ソ
何
ト
ナ
レ
ハ
人
殺
シ
附
火
強

姦
等
十
八
九
ノ
者
過
半
ナ
レ
ハ
也
　
右
十
八
九
罪
人
ノ
多
ケ
レ
ハ
ト
テ
刑
ヲ
酷

ニ
ス
ル
モ
妥
当
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
シ
ト
錐
モ
ド
ウ
イ
フ
悪
事
ヲ
シ
テ
モ
殺
サ
レ
ヌ
コ

ト
ヲ
知
ラ
ハ
兇
暴
益
甚
カ
ラ
ン
」
と
述
べ
、
「
十
六
歳
以
上
二
十
歳
二
満
サ
ル
者
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

の
刑
を
当
然
に
一
等
減
と
す
る
刑
法
第
八
十
一
条
に
反
対
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
刑
法
第
七
十
五
条
の
件
に
つ
い
て
の
井
上
の
意
見
は
、
と
く
に
子
が

親
に
対
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
全
般
的
に
そ
の
規
定
そ
の
も
の
に
反
対
し
て

い
た
．
明
治
十
六
年
の
起
草
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
刑
法
七
十
五
条
意
見
案
」
に

お
い
て
、
井
上
は
「
此
条
ハ
此
皆
自
己
ノ
禍
害
ヲ
免
レ
ソ
カ
為
二
其
禍
害
ヲ
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
九
一
〇
）

人
二
移
ス
モ
ノ
ニ
シ
テ
殺
レ
身
成
レ
仁
ノ
義
ト
正
二
相
反
ス
」
「
凡
ソ
人
刑
法
第

七
十
五
条
ノ
如
キ
時
機
二
際
シ
テ
ハ
恐
催
二
迫
り
其
本
心
ノ
自
由
ヲ
失
フ
者
ナ

リ
ト
是
レ
刑
法
家
偏
理
ノ
論
二
係
ル
ノ
ミ
徳
教
ヲ
以
テ
之
ヲ
云
フ
ト
キ
ハ
人
ノ

人
タ
ル
所
以
ノ
者
ハ
其
節
義
二
存
ス
豊
危
難
ノ
日
二
臨
テ
本
心
ノ
自
由
ヲ
失
フ

ヘ
ケ
ン
ヤ
」
と
の
立
場
か
ら
、
「
刑
法
第
七
十
五
条
不
論
罪
ノ
条
ハ
刑
法
ノ
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

源
二
関
シ
最
モ
改
正
ヲ
要
ス
ル
者
ナ
リ
」
と
断
定
し
て
い
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
山
県
意
見
書
の
内
容
は
、
井
上
が
す
で
に
述
べ
て
い

る
意
見
と
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
山
県
の
発
議
が
、
井
上
の
日
頃
の
所

見
と
一
致
し
た
た
め
、
彼
が
そ
の
意
見
書
の
起
草
を
担
当
し
た
と
み
る
よ
り

も
、
む
し
ろ
井
上
が
積
極
的
に
自
己
の
所
見
を
山
県
に
上
申
し
、
そ
の
同
意
を

え
て
、
山
県
名
義
の
意
見
書
を
起
草
し
た
と
み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
十
五
年
刑
法
は
、
施
行
前
後
の
頃
か
ら
す
で
に
司
法
省
内
で
改
正
の
議

が
あ
り
、
数
次
の
草
案
が
作
ら
れ
、
政
府
は
そ
の
修
正
案
を
参
事
院
の
議
に
付

し
、
十
六
年
五
月
、
参
事
院
総
会
議
を
通
過
し
た
草
案
が
内
閣
へ
上
申
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

こ
と
は
、
す
で
に
別
の
機
会
に
、
私
が
考
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
審
議

の
過
程
で
、
井
上
は
参
事
院
議
官
と
し
て
司
法
省
原
案
の
修
正
に
参
加
、
参
事

院
通
過
案
の
内
容
に
は
、
彼
の
所
見
が
か
な
り
の
範
囲
で
と
り
入
れ
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
．
例
え
ば
、
第
七
十
五
条
は
削
除
、
皇
室
に
対
す
る
罪
と
内
乱
に
関
す
る
罪

は
、
第
一
章
の
惇
乱
の
罪
に
併
合
、
皇
室
に
対
す
る
罪
を
、
予
謀
一
般
ま
で
に

　
（
2
2
）

拡
大
し
、
第
二
百
六
十
一
条
の
「
博
場
ヲ
開
張
」
又
は
「
博
徒
ヲ
招
結
シ
タ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

者
の
「
三
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
」
は
、
「
軽
懲
役
」
に
改
め
ら
れ
、
ま

た
あ
ら
た
に
「
同
霧
者
」
を
「
三
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
」
「
十
円
以
上

百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
」
す
る
規
定
が
増
補
さ
れ
．
さ
ら
に
第
二
六
一
条
が



　
　
　
　
　
　
（
塞
）

非
現
行
犯
と
さ
れ
た
．
そ
の
ほ
か
、
こ
の
草
案
で
は
官
吏
監
守
盗
（
第
二
八
九

条
）
の
「
軽
懲
役
」
が
「
重
懲
役
」
に
、
強
姦
致
死
　
（
第
三
五
］
条
）
　
の
「
無

期
徒
刑
」
が
「
死
刑
」
に
、
家
宅
侵
入
窃
盗
（
第
三
六
八
条
）
の
「
六
月
以
上
五

年
以
下
の
重
禁
鋼
」
が
「
二
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
」
に
、
兇
器
携
帯
家

宅
侵
入
窃
盗
（
第
三
七
〇
条
）
の
「
軽
懲
役
」
が
「
重
懲
役
」
に
、
強
盗
（
第
三

七
八
条
）
の
「
軽
懲
役
」
が
「
重
懲
役
」
に
、
強
盗
強
姦
（
第
三
八
一
条
）
の
「
無

期
徒
刑
」
が
「
死
刑
」
に
修
正
さ
れ
る
な
ど
、
全
般
的
に
刑
罰
の
強
化
が
め
だ

　
　
　
（
2
5
）

つ
て
い
る
．
こ
の
参
事
院
通
過
案
は
、
閣
内
で
廻
覧
さ
れ
た
が
、
結
局
、
な
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ら
か
の
事
情
で
（
一
説
に
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
反
対
）
、
廃
案
と
な
つ
た
も
の
で
あ

る

、
明
治
十
六
年
十
月
、
井
上
が
参
事
院
議
長
山
県
の
名
で
、
意
見
書
を
書
い

て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
す
で
に
参
事
院
議
決
案
の
廃
案
が
決
定

し
て
お
り
、
そ
れ
が
た
め
、
井
上
は
自
己
の
所
見
の
重
点
を
山
県
意
見
書
に
托

し
、
そ
の
実
施
を
強
力
に
政
府
へ
働
き
か
け
ん
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
意
見
書
が
実
際
に
政
府
へ
提
出
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
に

起
草
だ
け
で
終
つ
た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
．

　
他
方
、
井
上
は
、
山
県
意
見
書
の
内
容
に
自
己
の
所
見
を
若
干
増
加
し
、
そ
れ

を
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
示
し
て
回
答
を
も
と
め
て
い
る
。
前
に
述
べ
た
「
刑
法
改

正
二
係
ル
井
上
毅
問
議
案
」
が
、
そ
れ
で
あ
る
．
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
当
時
の

立
法
事
業
に
絶
大
な
影
響
力
を
も
つ
て
い
た
か
ら
、
ま
ず
彼
の
意
向
を
訊
ね
た

　
　
　
（
2
7
）

の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
山
県
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書
は
、
明
治
十

五
年
刑
法
施
行
当
初
に
お
け
る
保
守
的
立
場
か
ら
の
代
表
的
意
見
書
の
一
つ
で

あ
り
、
す
で
に
そ
の
内
容
は
、
当
時
政
府
部
内
で
準
備
さ
れ
た
改
正
案
の
中
に

　
　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

織
り
こ
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
結
局
、
そ
れ
は
、
賭
博
罪
の
部
分
を
の

ぞ
い
て
は
、
実
現
を
み
ず
に
終
つ
た
．
賭
博
罪
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
博
徒
の

横
行
に
手
を
焼
い
た
政
府
が
、
刑
法
一
部
改
正
の
手
段
に
よ
ら
ず
、
翌
十
七
年

一
月
四
日
、
賭
博
犯
処
分
規
則
（
太
政
官
布
告
第
一
号
）
を
別
に
定
め
、
刑
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

お
け
る
賭
博
罪
（
第
二
六
〇
条
第
二
六
一
条
）
の
効
力
を
一
時
的
に
停
止
し
た
．

こ
の
規
則
は
、
賭
博
犯
の
処
置
を
「
行
政
警
察
」
の
対
象
と
し
て
各
地
方
長
官

の
所
管
へ
一
任
し
た
も
の
で
、
賭
博
犯
に
対
し
、
と
く
に
そ
の
博
徒
集
団
に
対

し
て
は
「
博
徒
ニ
シ
テ
党
類
ヲ
招
結
シ
又
ハ
賭
場
ヲ
開
張
シ
又
ハ
兇
器
ヲ
携
帯

シ
又
ハ
四
隣
二
横
行
ス
ル
者
ハ
一
年
以
上
十
年
以
下
ノ
懲
罰
及
ヒ
五
十
円
以
上

五
百
円
以
下
ノ
過
料
二
処
ス
」
（
前
掲
規
則
第
一
条
）
と
、
非
常
な
厳
罰
を
以
て

の
ぞ
ん
で
い
る
．
山
県
意
見
書
は
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
内
閣
に
提
出
さ
れ

た
も
の
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
山
県
の
意
見
は
、

賭
博
犯
に
対
す
る
政
府
の
措
置
に
、
相
当
の
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

　
　
　
（
2
9
）
（
3
0
）

　
な
お
、
井
上
、
山
県
ら
の
保
守
的
立
場
か
ら
の
十
五
年
刑
法
に
対
す
る
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

は
、
後
ち
の
江
木
衷
博
士
の
「
国
粋
主
義
的
刑
法
論
」
に
、
一
連
の
系
譜
と
な

つ
て
、
つ
な
が
つ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
．

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

大
山
梓
編
「
山
県
有
朋
意
見
書
」
（
昭
和
四
十
一
年
）
・
は
し
が
き
二
頁
。

前
掲
書
・
は
し
が
ぎ
一
頁
。

「
顕
要
職
務
補
任
録
」
上
巻
・
二
三
頁
、
四
五
頁
、
下
巻
・
三
六
三
頁
。

前
掲
書
・
上
巻
・
四
六
頁
。

徳
富
猪
一
郎
編
著
「
公
爵
山
県
有
朋
伝
」
中
巻
に
は
、
参
事
院
議
長
時
代
の
事

蹟
が
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
刑
法
改
正
理
由
』
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
九
一
一
）



山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

　
い
な
い
（
八
九
〇
頁
以
下
参
照
）
。
坂
本
箕
山
「
元
帥
公
爵
山
県
有
朋
」
（
大
正
十
噂

　
年
）
も
．
ま
た
同
様
で
あ
る
（
四
七
四
頁
以
下
参
照
）
。

（
6
）
（
7
）
　
拙
稿
「
元
老
院
内
に
お
け
る
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
復
活
反
対
意
見
書

　
－
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
九
）
f
」
・
本
誌
第
三
四
巻
こ
号
・
八
五
頁
以
下
参

　
照
。

（
8
）
　
明
治
十
五
年
刑
法
は
、
第
二
編
「
公
益
二
関
ス
ル
重
罪
、
軽
罪
」
の
第
一
章
に

　
「
皇
室
二
対
ス
ル
罪
」
を
お
ぎ
、
第
二
章
に
「
国
事
二
関
ス
ル
罪
」
（
第
一
節
内
乱
二

　
関
ス
ル
罪
、
第
二
節
外
患
二
関
ス
ル
罪
）
を
お
い
て
い
る
。

（
9
）
　
内
乱
罪
の
場
合
は
、
陰
謀
の
「
予
備
」
ま
た
は
「
予
備
二
至
ラ
サ
ル
者
」
ま
で

　
も
処
罰
の
対
象
に
し
て
い
る
が
　
（
第
嚇
二
五
条
）
、
不
敬
罪
の
場
合
に
は
、
そ
れ
に

　
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
。

（
1
0
）
（
1
1
）
第
コ
六
条
に
「
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
危
害
ヲ
加
へ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト

　
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス
」
、
第
コ
七
条
に
「
天
皇
三
后
皇
太
子
二
対
シ
不
敬
ノ

　
所
為
ア
ル
者
ハ
三
月
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
ニ
十
円
以
上
二
百
円
以
下
ノ

　
罰
金
ヲ
附
加
ス
」
と
あ
る
。

（
1
2
）
　
第
八
十
一
条
に
「
罪
ヲ
犯
ス
時
満
十
六
歳
以
上
二
十
歳
二
満
サ
ル
者
ハ
其
罪
ヲ

　
宥
恕
シ
テ
本
刑
二
一
等
ヲ
減
ス
」
と
あ
り
、
必
ず
「
一
等
減
」
に
な
つ
た
。
し
た
が

　
つ
て
、
ど
ん
な
兇
悪
犯
の
場
合
に
も
死
刑
は
あ
り
え
な
い
。

（
1
3
）
第
二
六
〇
条
に
「
賭
場
ヲ
開
帳
シ
テ
利
ヲ
図
リ
又
ハ
博
徒
ヲ
招
結
シ
タ
ル
者
ハ

　
三
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
十
円
以
上
百
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
」
、

　
第
二
六
｝
条
に
「
財
物
ヲ
賭
シ
テ
現
二
博
変
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
六
月
以
下

　
ノ
重
禁
鋼
二
処
シ
五
円
以
上
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
其
情
ヲ
知
デ
房
屋
ヲ
給

与
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
但
飯
食
物
ヲ
賭
ス
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
と
あ
る
．
こ
の
第

　
二
六
一
条
は
現
行
犯
の
み
を
処
罰
の
対
象
に
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
「
井
上
毅
伝
、
史
料
編
第
一
」
（
昭
和
四
十
一
年
）
・
二
六
七
頁
以
下
。
同
書
の

編
者
は
「
新
刑
法
の
公
布
は
十
四
年
な
る
を
も
つ
て
、
本
文
書
の
起
草
は
同
年
末
よ

九
八

（
九
一
二
）

　
り
翌
十
五
年
に
及
ぶ
と
推
定
」
し
（
前
掲
書
・
二
六
九
頁
）
、
「
十
二
月
三
十
日
」
の

　
日
附
だ
け
あ
る
こ
の
文
書
の
年
代
を
「
十
四
年
」
と
し
て
い
る
（
前
掲
書
・
二
六
七

　
頁
）
。
し
か
し
、
十
五
年
刑
法
の
公
布
は
、
十
四
年
で
は
な
く
、
十
三
年
七
月
十
七

　
日
（
太
政
官
布
告
第
三
六
号
）
で
あ
る
か
ら
、
「
十
三
年
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

　
る
。

（
1
5
）
前
掲
書
・
三
四
四
頁
以
下
。

（
1
6
）
　
前
掲
書
・
三
四
三
頁
以
下
。

（
1
7
）
　
太
政
官
十
三
行
罫
紙
十
枚
の
文
書
で
、
梧
陰
文
庫
所
蔵
本
6
一
〇
ω
一
「
梧
陰
文

　
庫
目
録
」
・
一
二
五
頁
）
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
前
掲
井
上
毅
伝
・
二
二
二
頁
。

（
1
9
）
　
前
掲
書
・
三
三
五
頁
以
下
。

（
2
0
）
拙
稿
「
明
治
十
六
年
・
参
事
院
の
刑
法
改
正
草
案
－
明
治
法
制
史
料
拾
遺

　
（
3
）
」
本
誌
第
四
二
巻
一
〇
号
・
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
2
1
）
　
拙
稿
・
前
掲
参
事
院
草
案
・
六
七
頁
。

（
2
2
）
第
一
章
「
惇
乱
ノ
罪
」
を
、
第
一
節
「
皇
室
二
対
ス
ル
罪
」
、
第
二
節
「
謀
反

　
ノ
罪
」
、
第
三
節
「
謀
叛
ノ
罪
」
、
第
四
節
「
外
交
ヲ
妨
害
ス
ル
罪
」
に
分
け
て
い

　
る
。
ま
た
第
ご
六
条
は
「
皇
室
二
対
シ
惇
逆
ヲ
謀
ル
老
ハ
死
刑
一
一
処
5
と
、
予

謀
を
ふ
く
め
た
文
言
に
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
第
一
一
七
条
の
「
皇
室
二
対
シ
不
敬
ノ

　
所
為
ア
ル
者
云
々
」
に
、
「
其
情
重
キ
者
ハ
軽
懲
役
又
ハ
重
懲
役
二
処
ス
」
が
追
加

さ
れ
た
（
拙
稿
・
前
掲
参
事
院
草
案
・
七
二
頁
）
。

（
2
3
）
拙
稿
・
前
掲
参
事
院
草
案
・
八
二
頁
。

（
2
4
）
第
二
六
一
条
の
「
財
物
ヲ
賭
シ
テ
現
二
博
突
ヲ
為
シ
タ
ル
者
云
々
」
の
「
現
二
」

が
削
除
さ
れ
た
（
拙
稿
・
前
掲
参
事
院
草
案
・
八
二
頁
）
。

（
2
5
）
　
拙
稿
・
前
掲
参
事
院
草
案
・
八
三
頁
、
八
六
頁
、
八
九
頁
、
九
〇
頁
。

（
2
6
）
拙
稿
・
前
掲
参
事
院
草
案
・
六
四
頁
。

（
2
7
）
　
こ
れ
に
対
す
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
回
答
は
明
ら
か
で
な
い
。



（
2
8
）
　
明
治
二
十
二
年
六
月
十
日
・
法
律
第
一
七
号
で
、
こ
の
規
則
ば
廃
止
さ
れ
た
。
後

　
ち
に
宮
城
浩
蔵
博
士
は
、
こ
の
賭
博
犯
処
分
規
則
に
つ
い
て
「
此
規
則
ハ
　
　
其
刑

極
メ
テ
苛
酷
加
之
治
罪
上
一
般
被
告
人
二
与
ヘ
タ
ル
弁
護
人
任
用
、
控
訴
上
告
等
諸

種
ノ
権
利
ヲ
奪
ヘ
リ
。
実
二
人
ヲ
シ
テ
一
見
野
蛮
的
法
律
タ
ル
ヲ
慨
セ
シ
ム
．
凡
ソ

此
ノ
如
キ
法
律
ハ
、
一
時
ノ
必
要
二
迫
ラ
レ
テ
設
ケ
タ
ル
者
ナ
レ
ハ
其
必
要
ナ
キ
ニ

至
レ
ハ
、
一
日
モ
早
ク
之
ヲ
廃
止
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
。
爾
来
、
年
ヲ
経
ル
ニ
従
ヒ
、

博
徒
殆
ト
其
跡
ヲ
絶
チ
、
賭
博
ハ
唯
普
通
人
ノ
間
二
行
ハ
ル
・
二
過
キ
サ
ル
ヲ
以

　
テ
、
終
二
二
十
二
年
法
律
第
十
七
号
ニ
テ
此
規
則
ヲ
廃
止
セ
リ
」
（
「
刑
法
正
義
」
下

巻
・
明
治
二
十
六
年
・
五
〇
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
9
）
　
梅
渓
昇
教
授
は
、
井
上
の
思
想
を
分
析
し
「
井
上
が
歴
史
的
国
体
を
ヨ
ー
ロ
ッ

　
パ
的
規
範
で
あ
る
立
憲
制
の
採
用
に
よ
つ
て
規
範
化
し
、
天
皇
を
主
権
者
と
す
る
に

当
つ
て
、
木
来
、
家
族
道
徳
で
あ
る
儒
教
道
徳
を
国
家
道
徳
と
し
て
拡
張
使
用
せ
ん
と

し
た
と
こ
ろ
陀
．
井
上
に
お
け
る
『
近
代
性
』
の
特
質
と
限
界
が
あ
つ
た
。
　
…
井

上
が
市
民
社
会
の
進
展
、
資
本
主
義
的
要
素
の
増
大
に
つ
れ
て
、
み
ず
か
ら
維
持
せ

　
ん
と
す
る
儒
教
道
徳
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
被
る
か
に
つ
い
て
遠
く
将
来
を
見
究
め

る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
も
つ
て
明
治
国
家
の
観
念
的
支
柱
と
し
た
こ
と
は
、
や
が
て

明
治
国
家
の
構
造
面
に
内
在
す
る
君
主
制
要
素
と
立
憲
制
要
素
と
の
矛
盾
・
対
立
の

激
化
と
と
も
に
、
思
想
面
に
お
い
て
も
市
民
社
会
の
進
展
・
成
熟
に
つ
れ
て
市
民
社

会
の
思
想
と
の
乖
離
を
招
く
結
果
を
導
く
に
至
つ
た
も
の
で
あ
る
」
（
「
明
治
前
期
政

治
史
研
究
」
・
昭
和
三
十
八
年
・
三
二
七
頁
ー
三
二
八
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

井
上
の
十
五
年
刑
法
に
対
す
る
批
判
と
改
正
意
見
の
多
く
は
、
正
に
そ
う
L
た
思
想

的
立
場
か
ら
の
発
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
・
二
十
年
以
降
、
ま
す
ま
す
増
大
し
た

市
民
社
会
的
要
素
を
背
景
に
し
て
作
ら
れ
た
い
く
た
び
か
の
改
正
草
案
に
、
ほ
と
ん

　
ど
な
ん
の
影
響
を
も
あ
た
え
ず
に
終
つ
た
の
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
明
治
二
十
三
年
、
第
一
帝
国
議
会
に
、
刑
法
改
正
案
が
提
出
さ
れ
ん
と
す
る

際
、
井
上
が
書
い
た
「
刑
法
中
倫
理
二
係
ル
条
項
ノ
改
正
ヲ
要
ス
ル
義
」
（
梧
陰
文
庫

山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

　
切
一
。
お
、
前
掲
目
録
・
｝
二
五
頁
）
に
は
、
な
お
、
不
敬
罪
の
中
の
「
天
皇
三
后

　
…
」
の
文
字
は
「
乗
輿
」
「
宮
閥
」
と
改
め
る
こ
と
、
不
敬
罪
の
予
謀
の
処
罰
、

　
親
属
例
の
廃
止
、
第
七
十
五
条
を
修
正
し
、
祖
父
母
、
父
母
に
対
す
る
殺
傷
に
は
特

　
別
宥
恕
を
み
と
め
な
い
意
見
な
ど
が
、
み
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
の
刑
法
改

　
正
案
（
審
議
未
了
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
井
上
の
見
解
は
、
全
く
採
り
入
れ
ら
れ
て

　
い
な
い
（
な
お
、
註
2
9
・
参
照
）
．

（
3
1
）
　
佐
伯
千
綴
、
小
林
好
信
「
刑
法
学
史
」
・
「
日
本
近
代
法
発
達
史
」
第
十
一
巻
・

　
二
三
三
頁
以
下
．
江
木
の
刑
法
に
関
す
る
主
著
「
現
行
刑
法
原
論
」
（
明
治
二
十
六
年
）

　
は
、
「
冷
灰
全
集
」
第
一
巻
（
昭
和
二
年
）
三
九
七
頁
以
下
に
覆
刻
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
○
　
　
　
　
　
　
　
　
○

前
註
　
句
読
点
は
、
手
塚
が
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
刑
法
改
正
理
由
　
　
　
　
為
山
県

　
新
刑
法
ノ
公
布
ハ
、
外
国
法
学
家
ノ
賛
揚
ス
ル
所
ニ
シ
テ
、
呼
テ
東
洋
文
明

ノ
徴
表
ト
ナ
ス
ニ
至
ル
．
今
公
布
ノ
後
、
未
タ
数
年
ナ
ラ
ザ
ル
ニ
之
ヲ
改
正
ス

ル
ハ
、
中
外
ノ
人
民
二
幾
分
ノ
論
柄
ヲ
仮
ス
ノ
事
タ
ル
ヲ
免
レ
ザ
ル
ハ
、
論
ヲ

待
タ
ズ
シ
テ
知
ル
ヘ
キ
ナ
リ
。
然
シ
ナ
カ
ラ
此
ノ
弱
点
ア
ル
ニ
拘
ラ
ズ
、
他
ノ

一
方
二
於
テ
、
至
テ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
ノ
理
由
ア
リ
テ
、
彼
此
ノ
軽
重
ヲ
比
較
ス

ル
ト
キ
ハ
、
果
シ
テ
改
正
ノ
断
行
セ
ザ
ル
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
発
顕
ス
ヘ
シ
．

即
チ
左
二
開
陳
ス
ル
所
ノ
如
シ
。

　
第
一
　
刑
法
ハ
国
法
中
ノ
最
モ
重
要
ナ
ル
老
ニ
シ
テ
憲
法
二
次
キ
、
又
、
憲

法
ヲ
左
右
ス
ル
者
ナ
リ
．
故
二
刑
法
ハ
必
建
国
ノ
体
ト
、
相
符
合
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス
ヘ
シ
。
凡
ソ
君
主
世
ヲ
統
フ
ル
ノ
国
二
在
テ
ハ
、
洋
ノ
東
西
ヲ
問
ハ
ズ
、

臣
民
ニ
シ
テ
不
題
ノ
罪
ヲ
犯
ス
者
ア
レ
ハ
、
処
ス
ル
ニ
反
逆
ノ
名
ヲ
正
サ
“
ル

九
九

（
九
一
三
）
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者
ハ
ア
ラ
ズ
．
又
、
君
主
ヲ
干
犯
ス
ル
ト
、
国
憲
ヲ
素
乱
ス
ル
ト
ヲ
以
、
同
一

ノ
刑
名
ヲ
正
サ
．
・
ル
者
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
．
是
レ
其
故
何
ソ
乎
．
蓋
君
主
ヲ
千

犯
ス
ル
ハ
、
至
テ
講
ム
ヘ
キ
ノ
事
ニ
シ
テ
．
荷
モ
為
二
正
条
ヲ
設
ク
ル
ト
キ

ハ
、
反
逆
ノ
極
刑
ヲ
正
シ
、
天
人
容
レ
ザ
ル
ノ
大
義
ヲ
明
ニ
ス
ル
ニ
非
サ
レ

ハ
、
以
テ
人
心
ヲ
警
粛
シ
、
凛
乎
ト
シ
テ
、
催
ル
・
所
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ニ
足
ラ

ザ
レ
ハ
ナ
リ
。
又
君
主
ハ
、
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
、
君
主
ノ
躬
ヲ
侵
ス
ト
、
君
主

ノ
位
ヲ
危
ク
ス
ル
ト
、
政
府
ヲ
顛
覆
シ
朝
憲
ヲ
素
乱
シ
テ
、
以
テ
君
主
ノ
権
利

光
栄
ヲ
害
ス
ル
ト
、
其
事
、
各
殊
ナ
リ
ト
難
、
均
シ
ク
反
逆
ノ
罪
タ
ル
コ
ト
ヲ

免
レ
ザ
レ
ハ
ナ
リ
。
今
、
我
力
新
刑
法
二
設
ク
ル
所
ノ
正
条
二
日
、
「
天
皇
三

后
皇
太
子
二
対
シ
危
害
ヲ
加
へ
又
ハ
加
ヘ
ン
ト
シ
タ
ル
者
ハ
死
刑
二
処
ス
」
ト
、

言
ヲ
立
ル
コ
ト
平
単
ニ
シ
テ
、
其
意
、
常
人
二
比
ヘ
テ
等
ヲ
加
フ
ト
謂
フ
カ
如

キ
耳
．
是
レ
其
大
義
ヲ
正
シ
、
名
分
ヲ
明
カ
ニ
ス
ル
ノ
意
、
焉
ク
ニ
カ
在
ル
乎
．

第
二
篇
第
一
章
ハ
、
専
ラ
皇
室
二
対
ス
ル
ノ
罪
ヲ
挙
ケ
、
第
二
章
ハ
、
国
事
犯

ノ
名
ヲ
掲
ケ
、
政
府
ヲ
顛
覆
シ
、
邦
土
ヲ
倦
窃
シ
、
朝
憲
ヲ
素
乱
ス
ル
ヲ
以
テ

離
煮
簗
輔
舜
鞭
鄭
漏
騒
拷
巌
内
乱
ノ
罪
ト
亥
．
夫
レ
内
乱

ハ
、
両
党
相
闘
フ
ノ
名
ナ
リ
．
古
ヨ
リ
国
ヲ
覆
シ
、
世
ヲ
乱
ラ
ソ
ト
ス
ル
者
、

誰
レ
カ
名
義
ヲ
内
乱
二
仮
リ
、
以
テ
反
逆
ノ
称
ヲ
避
ル
コ
ト
ヲ
欲
セ
ザ
ル
者

ゾ
．
今
、
刑
法
既
二
明
カ
ニ
内
乱
ノ
名
ヲ
認
メ
テ
、
政
府
二
対
ス
ル
政
党
ノ
争

ト
ナ
シ
、
判
然
、
皇
室
二
対
ス
ル
ノ
罪
ト
相
区
別
ス
．
将
来
、
不
軌
ノ
徒
ヲ
シ

テ
、
以
テ
ロ
実
ヲ
籍
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
ト
ス
。
是
レ
其
暴
ヲ
禁
シ
、
乱
ヲ

諌
ス
ル
ノ
義
、
焉
ク
ニ
カ
在
ル
乎
．
嘗
テ
聞
ク
、
仏
国
三
世
那
破
倫
ハ
、
既
二

共
和
ノ
主
義
ヲ
以
テ
憲
法
ヲ
立
テ
タ
リ
。
而
シ
テ
其
改
正
刑
法
二
於
テ
ハ
、
却

テ
皇
帝
ヲ
侵
害
ス
ル
ノ
条
ヲ
以
テ
、
傍
ホ
他
ノ
政
府
ヲ
顛
覆
シ
、
朝
憲
ヲ
素
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
　
（
九
一
四
）

ス
ル
等
ノ
条
ト
同
シ
ク
、
一
章
ノ
中
二
掲
ケ
タ
リ
．
是
レ
彼
国
刑
法
論
者
ノ
其

憲
法
ノ
主
義
ト
、
相
矛
盾
ス
ル
ヲ
以
テ
、
遺
憾
ト
ス
ル
所
ナ
リ
ト
．
今
、
乃
チ

彼
レ
ニ
遺
憾
ト
ス
ル
所
ヲ
以
テ
、
之
ヲ
我
レ
ニ
満
足
シ
、
以
テ
理
論
ノ
快
ヲ
取

リ
、
其
専
美
二
誇
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
老
ノ
如
シ
。
而
シ
テ
其
害
ノ
及
フ
所
、
実
二

測
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
註
1
一

　
　
　
各
国
刑
法
参
照
後
二
附
録
ス
．

　
以
上
、
各
国
ノ
刑
法
ヲ
比
照
シ
テ
以
テ
之
ヲ
論
ス
ル
者
ナ
リ
。
今
又
、
更
二

一
歩
ヲ
進
メ
テ
、
専
ラ
我
力
国
体
ヲ
以
テ
之
ヲ
謂
ハ
ン
欺
、
第
一
　
我
力
国
宮
府

一
体
、
太
政
實
即
美
皇
親
臨
ノ
暫
シ
テ
霧
楼
白
垂
－
政
府
高

岐
ア
ル
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
．
而
シ
テ
将
来
国
憲
制
定
ノ
日
、
政
府
ヲ
以
テ
皇
室
二

属
シ
、
政
府
ヲ
以
テ
議
院
政
党
二
属
セ
ザ
ル
ハ
、
蓋
不
易
ノ
理
ナ
ル
ヘ
キ
カ
如

シ
。
今
、
刑
法
二
於
テ
ハ
．
反
テ
政
府
ヲ
以
テ
皇
室
ト
区
分
シ
、
政
府
ヲ
顛
覆

ス
ル
ノ
事
ヲ
以
テ
、
別
二
一
種
ノ
刑
名
ト
ナ
シ
、
皇
室
ヲ
干
犯
ス
ル
ノ
罪
ト
ナ

サ
ズ
、
此
レ
豊
我
力
政
体
ト
相
矛
盾
ス
ル
者
二
非
ス
乎
．
第
二
　
我
国
ノ
古
典

薮
ス
ル
ニ
楼
謀
反
謀
逆
ハ
皆
之
ヲ
予
謀
ノ
間
二
諏
謝
、
諌
鋤
ス
ル
コ

ト
ヲ
務
メ
、
其
既
二
発
ス
ル
ヲ
待
テ
、
始
メ
テ
罪
ヲ
論
ス
ル
ノ
例
二
非
サ
ル
ナ

リ
．
然
ル
ニ
新
刑
法
ハ
他
ノ
重
罪
ノ
例
ト
均
シ
ク
、
未
遂
犯
罪
ヲ
刑
ス
ル
ニ
止

メ
簿
篠
環
膠
襲
蓼
攣
罫
磐
鰭
．
云
．
、
其
予
謀
ヲ
謙
ス
ル

ニ
至
ラ
ズ
．
且
内
乱
二
於
テ
ハ
、
之
ヲ
陰
謀
ノ
際
二
罰
シ
テ
、
而
シ
テ
大
逆
二

於
テ
ハ
、
反
テ
之
ヲ
闘
ク
．
其
軽
重
ノ
間
、
果
シ
テ
何
ノ
義
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル

ベ
カ
ラ
ズ
．
此
レ
新
法
ノ
我
力
　
祖
宗
ノ
憲
典
ト
相
背
馳
ス
ル
者
ナ
リ
。
第
三

宮
禁
ノ
尊
厳
ハ
乗
輿
ト
謂
ヒ
、
宮
闘
ト
謂
フ
ノ
類
、
其
言
ヲ
娩
曲
ニ
シ
テ
、
敢

テ
直
指
セ
ザ
ル
ハ
、
人
臣
ノ
礼
ニ
シ
テ
又
国
体
ノ
寓
ス
ル
所
言
獣
幕
集



　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ル

加
フ
ト
謂
ハ
ズ
シ
テ
指
二
斥
乗
輿
一
情
理
切
害
者
ト
謂
ヒ
兇
ヲ
行
、
然
ル
ニ
新
刑
法
ノ
言

ヒ
害
ヲ
加
フ
ト
謂
ハ
ズ
シ
テ
謀
・
穀
一
宮
闘
一
ト
謂
ヘ
ル
是
ナ
リ

ヲ
立
ル
ハ
、
我
力
国
古
来
相
伝
フ
ル
ノ
礼
儀
名
分
ト
相
反
ス
ル
コ
ト
、
何
如

ソ
乎
妖
縫
遭
捺
鋳
難
確
ヲ
加
へ
．
第
四
旧
讐
謀
大
逆
ノ
外
・
、
大

不
敬
ノ
条
ア
リ
．
即
チ
乗
輿
ヲ
指
斥
シ
、
情
理
切
害
ナ
ル
カ
如
キ
ハ
、
亦
重
罪

ト
ナ
シ
、
此
レ
ヲ
以
テ
極
型
処
セ
リ
．
今
、
新
法
二
危
害
ノ
条
璽
ノ
外
、

唯
不
敬
ノ
条
ア
ル
ノ
ー
．
而
シ
テ
其
罪
ハ
重
禁
豊
鵬
撃
告
ル
ニ
過
キ

ズ
．
此
レ
果
シ
テ
人
心
ヲ
維
持
シ
テ
、
恭
敬
ノ
義
ヲ
永
遠
二
訓
導
ス
ル
ノ
道
ナ

ラ
ン
乎
駄
端
籟
鵬
姥
膠
翻
簸
．
今
、
穫
、
重
泥
－
旧
・
拘
ル

ヘ
カ
ラ
ズ
ト
モ
、
寧
斜
酌
シ
テ
其
衷
ヲ
取
リ
、
以
テ
我
力
無
弐
ノ
国
体
ヲ
愛
惜

保
守
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ラ
ソ
乎
。

　
第
二
　
刑
法
ハ
以
テ
兇
暴
ヲ
禁
シ
、
良
民
ヲ
護
シ
、
国
ノ
安
寧
ヲ
保
持
セ
ソ

ト
ス
。
国
ノ
刑
法
ニ
シ
テ
、
此
ノ
目
的
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
レ
ハ
、
其
ノ
之

ヲ
達
ス
ル
迄
ノ
限
ハ
、
之
ヲ
改
正
ス
ル
ハ
、
治
国
ノ
道
二
於
テ
已
ム
ヘ
カ
ラ
ザ

ル
者
二
非
ス
乎
。
明
治
十
一
年
以
来
、
全
国
被
害
統
計
二
拠
ル
ニ
、
人
二
殺
サ

・
ル
者
、
十
一
年
ハ
三
百
二
十
三
人
、
十
二
年
ハ
三
百
六
十
六
人
、
十
三
年
ハ

四
百
十
八
人
、
十
四
年
ハ
四
百
七
十
一
人
ニ
シ
テ
、
昨
十
五
年
ハ
、
即
チ
五
百

十
九
人
ノ
多
キ
ニ
升
レ
リ
、
人
二
傷
ケ
ラ
レ
シ
者
、
十
一
年
ハ
千
八
百
八
十
八

人
ニ
シ
テ
、
十
二
年
ハ
千
九
百
五
十
四
人
、
十
三
年
ハ
ニ
千
三
百
十
四
人
、
十

四
年
ハ
ニ
千
七
百
七
十
八
人
、
十
五
年
ハ
則
チ
五
千
四
百
九
十
二
人
ノ
多
キ
ニ

升
レ
リ
、
強
盗
ヲ
被
リ
シ
者
、
十
一
年
二
四
千
八
百
九
十
三
人
、
十
二
年
二
六

千
〇
十
四
人
、
十
三
年
二
六
千
七
百
六
十
五
人
、
十
四
年
二
七
千
三
百
三
十
四

人
、
十
五
年
二
九
千
七
百
二
十
二
人
ナ
リ
。
窃
盗
ヲ
被
リ
シ
者
、
十
一
年
二
十

九
万
四
千
百
五
十
人
、
十
二
年
二
二
十
一
万
八
千
三
百
六
十
五
人
、
十
三
年
二

　
　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
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」
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見
書

二
十
三
万
四
千
○
〇
四
人
、
十
四
年
二
二
十
一
万
九
千
五
百
九
十
九
人
、
十
五

年
三
＋
万
三
千
六
百
辛
二
人
ナ
リ
纏
謀
倫
．
放
火
ヲ
被
－
シ
者
、

十
一
年
二
千
九
百
七
十
二
人
、
十
二
年
二
一
千
五
百
〇
七
人
、
十
三
年
二
一
二
千

二
百
九
十
四
人
、
十
四
年
丘
二
千
七
百
四
十
二
人
、
十
五
年
二
一
二
千
〇
三
十
六

人
ナ
リ
．
我
力
現
在
ノ
警
察
ト
統
計
ト
ノ
完
全
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
、
前
二
述
ヘ

タ
ル
表
記
ヲ
以
テ
、
未
タ
確
実
ナ
ラ
ズ
ト
ス
ル
モ
、
然
レ
ト
モ
、
我
力
今
日
ノ

民
度
ハ
、
猶
文
明
ノ
下
点
二
在
テ
、
兇
暴
邪
患
ノ
徒
、
年
ヲ
逐
フ
テ
増
進
ス
ル

モ
、
曽
テ
退
減
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ノ
状
ハ
、
是
レ
ヲ
以
テ
、
概
略
ヲ
了
知
ス
ヘ
キ

ナ
リ
．
若
シ
外
国
人
ノ
皮
相
二
由
リ
、
日
本
ノ
開
化
ヲ
賛
揚
シ
、
殊
二
日
本
刑

法
ノ
美
ヲ
称
嘆
ス
ル
者
二
向
テ
、
試
二
此
ノ
統
計
表
ヲ
披
示
シ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
、

将
タ
何
等
ノ
感
想
ヲ
起
ス
ヘ
キ
乎
．
刑
法
家
ノ
説
二
、
刑
ノ
寛
厳
ハ
、
犯
罪
ノ

増
減
ト
全
ク
関
係
ナ
シ
ト
謂
フ
．
此
レ
或
ハ
然
ラ
ン
。
但
タ
欧
洲
二
於
テ
モ
、

陸
軍
ノ
刑
法
ハ
、
普
通
ノ
刑
法
ヨ
リ
厳
ナ
ル
ニ
非
ス
乎
．
試
二
欧
洲
ノ
政
事
家

ヲ
シ
テ
、
支
那
以
東
ノ
邦
国
二
、
数
年
間
ノ
居
住
ヲ
ナ
シ
、
而
シ
テ
都
鄙
ノ
民

情
民
度
二
通
熟
ス
ル
ノ
後
、
我
力
国
ノ
為
二
計
画
セ
シ
メ
ハ
、
果
シ
テ
彼
ノ
刑

法
理
論
家
ノ
如
ク
、
世
界
無
比
ノ
寛
良
優
美
ナ
ル
法
律
ヲ
、
施
行
ス
ル
ニ
適
当

ナ
ル
邦
土
ト
為
サ
ン
歎
．
夫
レ
事
固
ヨ
リ
欧
洲
二
適
ス
ル
モ
、
我
力
国
二
適
セ

ザ
ル
者
ア
リ
．
我
国
ノ
現
況
二
拠
ル
ニ
、
放
火
賊
盗
ノ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
、
却
テ

ニ
十
歳
未
満
ノ
者
多
シ
．
山
口
県
二
、
一
人
ニ
シ
テ
六
人
ヲ
刃
殺
シ
タ
ル
者
ア

リ
．
茎
＋
歳
義
タ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
法
官
ハ
新
塗
拠
リ
絆
、
奪
ヲ
減

シ
、
之
ヲ
無
期
懲
役
二
処
シ
タ
リ
．
博
徒
ノ
害
ハ
、
旧
幕
以
来
、
地
方
ノ
大
患
タ

リ
．
彩
党
聯
結
シ
、
死
ヲ
以
テ
相
約
シ
、
良
民
ヲ
仇
視
シ
、
郷
里
二
横
行
シ
、

兇
悪
ノ
淵
藪
タ
リ
．
而
シ
テ
出
没
機
変
、
巧
二
聚
散
ヲ
為
ス
．
此
レ
一
ノ
厳
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
　
（
九
一
五
）



　
　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

ヲ
設
ケ
テ
、
以
テ
之
ヲ
制
圧
シ
、
其
根
株
ヲ
抜
ク
ニ
非
サ
と
ハ
、
以
テ
兇
勢
ヲ

撲
滅
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
今
ノ
法
、
現
行
賭
博
ヲ
罰
シ
テ
、
博
徒
ノ
結
党

ヲ
罰
セ
ズ
．
而
シ
テ
地
方
ノ
警
察
、
幾
ト
手
ヲ
束
子
タ
リ
、
此
レ
亦
欧
洲
法
律

家
ノ
全
ク
知
ラ
ザ
ル
所
ナ
リ
．
凡
ソ
此
類
、
東
西
風
土
ノ
殊
別
ヨ
リ
生
ス
ル
老

ナ
リ
．
今
敢
テ
再
タ
ヒ
旧
律
ヲ
復
シ
、
寛
ヲ
変
シ
テ
、
猛
ト
為
サ
ソ
ト
謂
フ
ニ

ハ
非
ス
．
唯
タ
強
窃
盗
ノ
条
ノ
如
キ
、
博
徒
ノ
条
ノ
如
キ
、
以
テ
暴
ヲ
禁
シ
、

良
ヲ
護
ス
ル
ノ
緊
要
ナ
ル
目
的
ヲ
、
達
ス
ル
ニ
足
ラ
ザ
ル
者
ヲ
改
正
シ
、
中
外

人
民
ノ
為
二
、
政
府
ノ
義
務
ヲ
尽
サ
ソ
コ
ト
ヲ
望
ム
ナ
リ
．

　
第
三
　
刑
法
ノ
倫
理
道
徳
二
関
ル
者
ハ
、
其
国
ノ
固
有
ノ
風
教
ヲ
敬
重
ス
ヘ

キ
ハ
、
理
ノ
当
然
ナ
リ
．
回
顧
ス
ル
ニ
、
前
日
刑
法
審
査
ノ
時
、
事
ノ
倫
理
二

関
ル
者
、
　
々
二
看
過
シ
、
只
タ
一
事
一
件
ノ
上
二
止
マ
ル
者
ト
ナ
シ
、
其
論

理
脈
絡
ノ
及
フ
所
、
世
道
人
心
二
向
テ
、
巨
大
ナ
ル
影
響
ヲ
及
ホ
シ
、
根
本
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

改
革
ヲ
促
ス
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
、
思
想
セ
ザ
ル
シ
ナ
リ
．
今
、
其
一
、
ニ
ヲ
挙
ケ

ン
ニ
、
第
七
十
五
条
、
抗
拒
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
強
制
二
遇
ヒ
、
其
意
二
非
サ
ル
所

為
ハ
、
其
罪
ヲ
論
セ
ズ
。
天
災
又
ハ
意
外
ノ
変
二
因
リ
、
避
ク
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
危

難
二
遇
ヒ
、
自
己
若
ク
ハ
親
属
ノ
身
体
ヲ
防
衛
ス
ル
ニ
出
タ
ル
所
為
、
亦
同
シ
ト

ア
リ
．
此
条
ヲ
読
ム
者
、
誰
力
其
父
子
ノ
倫
理
二
迄
、
関
係
ス
ル
コ
ト
ヲ
思
ハ

ソ
乎
．
然
ル
ニ
三
百
六
十
五
条
二
祖
父
母
父
母
二
対
シ
タ
ル
殺
傷
ノ
罪
ハ
、
特

別
宥
恕
及
不
論
罪
ノ
例
ヲ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
ト
云
．
夫
、
既
二
特
別
宥
恕
及

不
論
罪
ノ
例
酬
赫
得
致
雑
麟
、
デ
、
用
ヒ
ズ
ト
云
フ
ー
キ
ハ
、
反
対
二
於

テ
、
其
不
論
罪
例
ノ
普
通
ニ
シ
テ
、
特
別
菲
サ
ル
老
ハ
魏
＋
、
之
ヲ
父
子

ノ
間
二
適
用
ス
ル
コ
ト
明
ナ
リ
．
今
、
七
十
五
条
ヲ
実
犯
者
二
擬
律
シ
テ
、
天

災
又
ハ
意
外
ノ
変
二
因
リ
、
避
ク
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
危
難
二
遇
ヒ
、
自
己
ノ
身
体
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
　
（
九
一
六
）

防
衛
ス
ル
為
二
、
其
父
母
ノ
生
命
ヲ
危
ク
シ
タ
ル
者
、
其
罪
ヲ
論
セ
ズ
ト
為
サ

ソ
ニ
、
又
、
誰
レ
カ
、
其
、
我
力
固
有
ノ
倫
理
ヲ
滅
絶
ス
ル
ノ
甚
シ
キ
コ
ト

ヲ
、
驚
嘆
セ
ザ
ル
者
ア
ラ
ソ
乎
．
然
ル
ニ
欧
洲
ノ
人
ヨ
リ
シ
テ
之
ヲ
見
レ
ハ
、

却
テ
我
力
驚
ク
所
ノ
者
ヲ
平
視
シ
テ
、
以
テ
当
然
ト
ナ
シ
、
我
力
当
然
視
ス
ル

所
ノ
者
ヲ
以
テ
、
奇
怪
ノ
事
ト
ナ
ス
者
、
比
々
是
ナ
リ
。
即
チ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

氏
ノ
説
二
拠
ル
ニ
．
第
三
百
六
十
五
条
ハ
、
欧
洲
法
律
家
ノ
厳
酷
ナ
リ
ト
ノ
判

断
ヲ
免
レ
ザ
ル
ノ
条
タ
廠
鯉
調
鑛
晴
嬢
．
而
シ
テ
委
ソ
丁
．
良

ハ
之
二
継
イ
テ
、
又
、
日
、
正
当
防
衛
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
斌
親
罪
ハ
、
一
ノ
権

利
ヲ
行
フ
モ
ノ
ニ
ハ
非
サ
ル
欺
ト
。
即
チ
正
当
防
衛
ノ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
ニ
由

リ
、
父
母
ヲ
斌
ス
ル
者
ハ
、
子
ノ
権
利
ヲ
行
フ
ニ
出
ル
者
ト
ナ
セ
リ
．
論
シ
テ

此
二
至
レ
ハ
、
多
言
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
、
東
西
倫
理
ノ
説
、
決
シ
テ
相
混
和
ス
ル

コ
ト
能
ハ
ザ
ル
コ
ト
、
明
白
ニ
シ
テ
、
火
ヲ
観
ル
カ
如
ク
ナ
ラ
ソ
．
其
他
ノ
条

款
、
事
、
父
子
夫
婦
ノ
際
二
関
ル
者
、
猶
多
シ
．
今
一
々
枚
挙
セ
ズ
．
夫
レ
孝

ヲ
以
テ
治
道
ノ
原
ト
為
ス
ハ
、
歴
代
帝
王
ノ
遺
訓
ニ
シ
テ
、
我
力
民
ノ
今
目
二

至
リ
、
遵
依
敬
重
シ
テ
、
以
テ
社
会
ノ
幸
福
ヲ
為
ス
者
ナ
リ
．
而
シ
テ
刑
法

ハ
、
則
、
暗
々
ノ
際
二
之
ヲ
移
動
シ
、
之
ヲ
変
易
シ
、
嘗
テ
愛
惜
ヲ
ナ
サ
ズ
、

教
育
二
於
テ
ハ
、
則
之
ヲ
誘
ヒ
、
之
ヲ
導
キ
、
刑
法
二
於
テ
ハ
、
則
之
ヲ
殿

ル
．
我
国
ノ
美
風
良
俗
宇
内
ノ
倶
二
環
視
ス
ル
所
暑
ニ
シ
テ
繍
譲
耀

講
擁
嘆
、
刑
法
ハ
、
則
乖
イ
テ
相
馳
ス
．
若
シ
百
年
論
定
マ
ル
ノ
後
、
或

ハ
断
シ
テ
、
固
有
ノ
倫
理
綱
常
ヲ
以
テ
、
道
徳
ノ
源
ト
為
ス
ニ
疑
ヒ
ナ
カ
ラ
シ

メ
ハ
、
此
ノ
大
義
ヲ
潭
晦
シ
タ
ル
者
ハ
、
必
、
今
日
ノ
刑
法
ナ
ル
コ
ト
ヲ
発
見

セ
ソ
．
吾
人
若
シ
旧
俗
ヲ
存
シ
、
旧
礼
ヲ
保
チ
、
組
宗
ノ
教
二
遵
依
シ
テ
、
以

テ
後
ノ
君
子
ヲ
待
タ
ン
ト
欲
セ
ハ
、
焉
ソ
刑
法
ノ
倫
理
二
関
ル
条
章
ヲ
改
正
セ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
註
2
）

ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
乎
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
ノ
改
正
案
三
百
六
十
五
条
追
加
二
、

妻
其
夫
ノ
祖
父
母
父
母
二
対
ス
ル
犯
罪
ハ
、
子
孫
、
祖
父
母
父
母
二
対
ス
ル
条

ノ
例
二
同
シ
ト
謂
ヘ
ル
ヲ
評
シ
テ
、
日
「
娘
婦
ノ
斌
親
罪
及
其
他
ノ
犯
罪
二
対

シ
実
女
ト
同
一
視
セ
ラ
ル
・
ハ
余
ノ
是
認
セ
ザ
ル
所
ナ
リ
．
然
レ
ト
モ
、
是
レ
日

本
風
俗
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
所
ナ
ル
カ
故
二
、
敢
テ
異
論
ヲ
唱
ヘ
ザ
ル
ナ
リ
」
ト
。

即
チ
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
モ
亦
各
国
ノ
刑
法
ハ
、
各
々
其
国
ノ
風
俗
ヲ
敬
重
シ
、

其
国
ノ
教
育
ト
相
併
行
ス
ル
ノ
当
然
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
ル
者
ノ
如
シ
．

親
属
例
ノ
全
ク
我
風
俗
倫
理
ト
相
矛
盾
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
難
＋
、
別
・
二
紙

　
ノ
論
ト
ナ
シ
テ
、
以
テ
本
議
ノ
混
雑
ヲ
避
ケ
タ
リ
．
而
シ
テ
親
属
例
ノ
民
法

　
二
属
ス
ヘ
ク
シ
テ
、
刑
法
二
載
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏

　
ノ
固
ヨ
リ
唱
道
ス
ル
所
ナ
リ
．

以
上
三
項
ハ
、
以
テ
刑
法
ヲ
改
正
セ
ザ
ル
ヘ
ガ
ラ
ザ
ル
已
ヲ
得
ザ
ル
ノ
重
要
原

因
ト
ナ
ス
ニ
足
ラ
ン
。
其
他
現
行
法
ノ
仏
訳
日
本
刑
法
卜
其
意
義
ヲ
殊
ニ
シ

テ
、
而
シ
テ
仏
訳
ヲ
優
レ
リ
ト
為
ス
者
、
及
既
二
外
国
二
流
伝
シ
タ
ル
ノ
後
二
、

更
二
修
正
ヲ
経
タ
ル
ノ
条
章
ニ
シ
テ
、
其
外
国
二
流
伝
シ
タ
ル
者
、
却
テ
其
正

シ
キ
ヲ
得
タ
ル
老
ハ
．
務
メ
テ
外
国
訳
本
二
従
テ
、
以
テ
現
行
法
ヲ
墜
括
セ
ソ

コ
ト
ヲ
欲
ス
．

若
シ
、
果
シ
テ
刑
法
ノ
改
正
ヲ
以
テ
要
用
ナ
リ
ト
セ
ハ
、
其
一
日
ヲ
晩
ク
ス
ル

ハ
、
寧
・
一
日
ヲ
早
ク
ス
ル
ノ
猶
較
物
議
ヲ
少
ク
ス
ル
ニ
足
リ
、
且
多
少
試
験

ノ
後
、
政
府
ハ
改
良
潤
色
ス
ル
ニ
怠
ラ
ザ
ル
ノ
意
ヲ
以
テ
、
人
民
二
明
示
ス
ル

ニ
足
ル
ニ
若
カ
ザ
ル
ヘ
シ
．
嘗
テ
聞
ク
、
羅
馬
ノ
国
ヲ
治
ム
ル
ト
キ
ニ
、
新
二

法
律
ヲ
施
ス
ト
キ
ハ
、
一
年
ヲ
以
テ
試
験
ノ
期
ト
ナ
セ
リ
ト
．
此
レ
亦
免
ル
ヘ

カ
ラ
ザ
ル
ノ
事
ナ
リ
．
若
夫
、
治
安
行
政
ノ
点
二
至
テ
ハ
、
此
ノ
事
以
テ
緩
慢

　
　
　
山
県
有
朋
の
「
刑
法
改
正
理
由
」
意
見
書

二
付
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
、
更
二
弁
論
ヲ
待
タ
ズ
、
其
条
約
改
正
二
就
キ
、
外
国

ト
ノ
関
係
ノ
如
キ
、
詳
細
ナ
ル
説
明
ヲ
作
リ
、
外
国
公
使
ノ
覧
二
供
シ
、
以
テ

我
力
内
治
ノ
至
テ
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
ニ
出
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
等
、
其
方
法

ナ
キ
ニ
シ
モ
非
サ
ル
ヘ
キ
ナ
リ
。

　
　
　
明
治
十
六
年
十
月

後
註
（
1
）
　
こ
の
附
属
文
書
は
、
不
明
で
あ
る
。

　
　
（
2
）
　
参
事
院
通
過
案
第
三
六
五
条
追
加
を
指
す

　
　
　
八
頁
参
照
）
。

（
拙
稿
・
前
掲
参
事
院
草
案
八

後
記
　
こ
の
意
見
書
の
発
表
を
私
に
從
心
懸
さ
れ
た
大
山
博
士
の
御
厚
意
を
深
謝
す
る
。

一
〇
三

へ
九
一
七
）


